
14広報すおう大島 平成 26 年 ( 2014 年 )12 月号
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フェリー「しらきさん」運休のお知らせ
　フェリー「しらきさん」は、定期検査のため平成 27年
１月 20日㈫から２月３日㈫まで運休となりますので、伊
保田港には寄港いたしません。
　詳しくは周防大島松山フェリー㈱までお問い合わせく
ださい。
◆問い合わせ　周防大島松山フェリー株式会社
　　　　　　　☎０８２０（７５）１５７５

◆問い合わせ　健康増進課　医療保険班　☎０８２０（７７）５５０２

　国民健康保険の被保険者が高額な医療費を支払ったとき、自己負担限度額を超えた分について、申
請により高額療養費として支給されます（ただし、合算する際は 21,000 円以上の自己負担額が対象
となっています）。
　平成２７年１月診療分から、制度改正に伴い７０歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が、現
行の３区分から５区分へと細分化されます（区分は所得によって判定されます）。なお、７０歳以上
７５歳未満の方の自己負担額限度額については、これまでどおりで変更はありません。

国民健康保険制度の自己負担限度額が変わります（70 歳未満の方）

▼平成 26 年 12 月診療分まで（３区分）・・・（月額）

所得
区分

総所得金
額等※ 1 ３回目まで ４回目以降

※ 2

上位所
得者

600 万円
超

150,000 円＋
( 医療費－ 500,000 円 )

×１％
83,400 円

一般 600 万円
以下

80,100 円＋
( 医療費－ 267,000 円 )

×１％
44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

▼平成 27 年１月診療分から（５区分）・・・( 月額）
所得
区分

総所得金額等
※１ ３回目まで ４回目以降

※２

上位所
得者

901 万円超 252,600 円＋
( 医療費－ 842,000 円 ) ×１％ 140,100 円

600 万円超
901 万円以下

167,400 円＋
( 医療費－ 558,000 円 ) ×１％ 93,000 円

一般

210 万円超
600 万円以下

80,100 円＋
( 医療費－ 267,000 円 ) ×１％ 44,400 円

210 万円以下
（住民税非課税世

帯除く）
57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

※１　総所得金額等＝総所得金額－基礎控除（３３万円）
※２　過去１２か月間に、同一世帯での支給が４回以上あった場合は、４回目以降の限度額を超
　　　えた分が支給されます。

（現行） （改正後）


